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－1－ 

本日の検討事項 

1. 2016 年 8 月に公表した中期運営方針では、我が国の会計基準を国際的に整合性の

あるものとするための取組みの一環としてリース会計を掲げており、これを踏まえ

て、第 375 回企業会計基準委員会（2017 年 12 月 20 日開催）において我が国におけ

るリースに関する会計基準の開発に着手するか否かについて検討することが承認

され、第 387 回企業会計基準委員会（2018 年 6 月 21 日開催）より検討を開始した。 

2. その後、第 405 回企業会計基準委員会（2019 年 3 月 22 日開催）において、現状で

資産及び負債が認識されているファイナンス・リース取引のみならず、すべてのリ

ースについて資産及び負債を認識する会計基準の開発に着手することが了承され

た。その際、借手の会計処理について、特に、以下の点について審議を行うことと

した。 

(1) 借手の費用配分のあり方 

(2) 国際的な会計基準との整合性を図る程度 

(3) サービスに関してリースの対象とする取引の範囲 

(4) 延長オプションがある場合の比較可能性を担保する方策 

(5) 重要性に関する定め 

(6) 連結財務諸表と単体財務諸表の関係 

3. 第 406 回企業会計基準委員会以後、これまでに上記(1)、(2)、(3)、（5）及び(6)に

ついて検討を行った。 

4. 本日は、以下について審議を行う。 

(1) 第 88 回リース会計専門委員会（2019 年 8 月 21 日開催）では、第 2 項(4)の検

討の参考とするために、日本チェーンストア協会を参考人としてお招きし、「リ

ース会計基準開発に係る各論点に対する日本チェーンストア協会の見解」につ

いてご説明を頂いた。参考人のご説明及び質疑の内容を報告する（審議事項

(4)-2-1 及び審議事項(4)-2-2）。 

(2) リース期間に関する定めについて確認する（審議事項(4)-3）。 
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－2－ 

5. また、IFRS 第 16 号「リース」及び会計基準更新書（ASU）第 2016-02 号「リース

（トピック 842）」を適用した企業の開示例を紹介する（審議事項(4)-4）。 

6. なお、第 411 回企業会計基準委員会（2019 年 6 月 27 日開催）で聞かれた意見につ

いては審議事項(4)-5 に、第 88 回リース会計専門委員会（2019 年 8 月 21 日開催）

で聞かれた意見については審議事項(4)-6 に記載している。 

以 上 


